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第１節 都市計画マスタープラン策定の目的 
 

 

都市計画マスタープランは、都市計画法第 18条の２に規定された「市町

村の都市計画に関する基本的な方針」として、長期的視点に立った都市づ

くりの目標やその実現に向けた方向性を明らかにすることを目的としてい

ます。 

蓮田市（以下、本市）では、平成 13年（2001年）２月に「蓮田市都市計

画マスタープラン」を策定し、「市民と行政の連帯による環境重視の都市づ

くり」を基本理念として、また「個性を生かしたゆとりの感じられる都市

空間の追求」「多様な世代が定住する生活者優先の都市機能の追求」「自然

環境との共生による潤いのある都市環境の追求」を都市づくりのテーマと

して、まちづくりに関する様々な取組を進めてきました。その後、都市計

画に関連する法令の改正や事業の進捗を受けて、平成 27 年（2015 年）10

月に一部の見直しを行いました。 

現行のマスタープランは、策定から 20年が経過し、この間、人口減少や

高齢化の急速な進行などの社会経済環境の変化、東日本大震災や局地的大

雨（ゲリラ豪雨）などの自然災害の多発、新型コロナウイルス感染症の拡

大など本市を取り巻く環境は大きく変化しました。また、都市づくりにお

いても、平成 26年（2014年）改正の都市再生特別措置法第 81条第１項に

規定される立地適正化計画制度に基づく「コンパクト・プラス・ネットワー

ク」による都市づくりや都市と人間の居住地を安全、強靭かつ持続可能に

する住み続けられるまちづくりの推進など新しい動きが進んでいます。 

このような背景の中、現行のマスタープランが目標年次（2020年）に到

達しました。そこで本市では、都市づくりに関わる状況の変化に弾力的に

対応し、今後の土地利用や市街地整備などを総合的・一体的に推進してい

くため、新たな「蓮田市都市計画マスタープラン」を策定することといた

しました。 
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第２節 都市計画マスタープランの位置づけ 

１．都市計画の体系における位置づけ 

「蓮田市都市計画マスタープラン」は、市議会の議決を経て定める市の

総合的・計画的な行政運営方針である「蓮田市総合振興計画」及び県が定

める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスター

プラン）」に即した、まちづくり分野（都市の健全な発展と秩序ある整備を

図るための土地利用、都市施設の整備等）の基本的な方針となるものです。

また、用途地域や地区計画などの具体的なまちづくりの計画を決定あるい

は変更する指針となるものです。 

なお、本都市計画マスタープランの改定と並行して策定する「蓮田市立

地適正化計画」は、都市計画マスタープランの一部と見なされ、住宅及び

都市機能増進施設の立地の適正化を図るための実行計画として位置づけら

れます。 

 

●都市計画マスタープランの位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

具体的な都市計画 

国や県の計画等 蓮田市総合振興計画 

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、 

開
発
及
び
保
全
の
方
針 

蓮田市都市計画マスタープラン 
（都市計画法第 18条の２第１項） 

蓮田市立地適正化計画 
（都市再生特別措置法第81条第１項） 

県決定の都市計画 

区域区分、広域幹線道路、河川計画 等 

都市計画の実現方策 

関
連
計
画 

市決定の都市計画 
用途地域、地区計画、一定規模以下の
都市施設（都市計画道路、公園）等 

都市施設の 
整備事業 

開発・建築の 
規制誘導 

市街地 
整備事業 
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第１章 都市計画マスタープラン策定の趣旨とプランの位置づけ 

１．都市計画マスタープラン策定の目的 

２．都市計画マスタープランの位置づけ 

全体構想 第６章 地域別構想 

 

１．地域別構想の地域区分 

２．地域別構想 

 平野 

黒浜西 

第５章 都市づくりの基本方針 

 

第４章 都市づくりの目標 

 １．都市づくりの理念 

２．人口の目標 

３．将来都市構造 

蓮田 
１．土地利用の方針 

２．交通体系整備の方針 
黒浜 

３．

６．主要課題別の都市づくりの方針 

４．

５．その他の都市施設整備の方針 

蓮田南 

 

（1）地域の概況 

（2）地域の将来構想 

第７章 計画的な都市づくりの推進 

第２章 蓮田市の現況 
 

第３章 まちづくりの総合的な課題 
 

１．位置と沿革 １．近年の社会経済動向に対応した 

主要な課題 

２．社会的状況と土地利用及び 

都市基盤整備の状況 ２．総合的なまちづくりの課題 

２．構成と期間 

（１）都市計画マスタープランの構成 ·······································  

都市計画マスタープランの構成は、次のとおりです。 
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「蓮田市都市計画マスタープラン」は、全体構想と地域別構想の２部構

成となっています。 

全体構想では、将来に向けた都市づくりの目標を明らかにしたうえで、

都市づくりの基本方針として、土地利用、交通体系整備、公園・緑地や緑

の保全、河川等や生活排水処理等の考え方を示しています。 

地域別構想では、市域を５つに区分したうえで、地域毎に市民の提案に

基づく構想として、それぞれの地域での地域づくりの目標と整備方針を示

しています。 

 

（２）計画の期間 ·························································  

蓮田市都市計画マスタープランは、令和３年（2021年）を開始年次とする、

おおむね 20年の中長期を見据えた計画とします。 

 

基準年次－令和 ２年（2020年） 

目標年次－令和 22年（2040年） 

 

●都市計画マスタープラン及び関連する計画の目標年次 

 

     

都市計画 
マスタープラン 

   

 

立地適正化計画    
 

総合振興計画 

第５次  
2027年 

 
第６次 

 

2037年 

第７次 

 

令和３年 
（2021年） 

令和７年 
（2025年） 

令和 12年 
（2030年） 

令和 17年 
（2035年） 

令和 22年 
（2040年） 

● 
検 証 

● 
検 証 

● 
検 証 

● 
検 証 

● 
検 証 

● 
検 証 


